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１

②
事業所番号 9876 1514321011q休 業等を開始した者の氏名

⑤ 名  称

事業所所在地

1電話番号

株式会社○○○○
○○県××市△△△1-2
0000-11-2222

⑥ 休 業 等 を

開始 した者の

住所又は居所

〒 111-1111
00県××市□□□9-8

電話番号( ○○00   99 - 8888

住所 ○○県××市△△△ 1

株式会社○○○○
-2
代表取締役社長 雇用 ―郎

氏名

休業等を開始した日前の賃金支払状況等

⑦休業等を開始 した日の前日に

離職 したとみなした場合の被保
険者期間算定対象期間

期

お

賃

払

〓

③
∞
離
』
鐘
紳
数

⑨

賃 金 支 払 対 象 期 間

⑩

⑨ の

基 礎

日 数‐

⑪

賃 金

⑫

考

④ ⑤ 計

休業奪を開始した日14月 1日
|

3月  lB～ 休業等を籠始した日の前日 31日 3月  1日 ～ 休業等を融台した日の前日 31日 300,000

2月  1日 ～ 2 月29日 29日 2月  1 日～2 月29日 29日 300,000

1月  1日 ～ 1 月31日 31日 1月  1日 ～1 月31日 )1日 300,000

1, 1日 ～ 12月 31 EI 31日 lν  l日 ～ 12月 31日 )1日 300,000

lF l日 ～
 11月 30日 30日 lF l日 ～H月 30日 〕0日 300,000

1♂  1日
～

10月 31日 3111 1伊  1日 ～ lo月 31日 31日 300,000

9月  1日
～9 月30日 30EI 9月  1 日～9 月30日 30日 300,000

8月  1日 ～8 月31日 31日 8月  1日 ～8 月31日 〕1日 300,000

7月  1日 -7 月31日 31日 7月  1■
■7 月31' 〕1日 300,000

6月  1日
～6 月30日 30日 6月  1 日～6 月30日 30日 300,000

5月  1日
～

5・
月31日 31日 5月 1日

～5 月'31日 31日 300,000

4月  1日
～‐4 月30日 30日 4月  1日 ～4 月30日 〕0日 300,000

3月  1日 ,3 月31早 31日 3月 1日 ～3 月31日 31日 300,000

月  日～  月  日 日 月 日 ～ 月 日 日

月 日 ～ 月 日 日 月  日～  月  日 日

月 日 ～ 月 日 日 月 日 ～ 月 日 日

⑬賃金に

関 す る

特記事項

休 業 開 始 時 賃 金 月 額 証 明 書
受理

平成   年   月   日

(受理番号        号)

⑭(休業開始時における)雇用期間 〆■

“

めなし   口定めあり→ 平成   年   月   日まで (休業開始日を含めて   年   力月)

※
公
共
職
業
安
定
所
記
載
稲

警

雇用保険被保険者
休業開始時賃金月額証明書

所定労働時間短縮開始時賃金証明書
(事業主控) (育児・介護)

注意                 |
1 事業主は、

1公
共職業安定所からこの休業開発時賃金月額証明書又は所定労働時間短縮開始時賃金証明書 (事業主控)(以下「休業開始時賃金月額証明書等」という。)

の返付を受けたときは:これを4年間保管し、関係職員の要求があつたときは提示すること。

2 休業開始時賃金月額証Hll書 等の記載方法については、1別紙「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書等についての注意」を参照すること。    |
3「休業等を開始した日Jと あるのは、1当該被保険者が育児休業又は介護休業を開始した日及び当該被保険者が小学校就学の始期1こ達するまでの子を養育するため若しくは

要介護状態にある対象家族を介護するための休業又は当該被保険者が就業しつつそ―の子を養育すること若しくはその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にす

.るための所定労働時間短縮措置の適用を開始した日のことである:|

なお、被保険者が労働基準法の規定による産前・産後休業l●引き続いて、育児休業又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための体業を取得する場合は出産

日から起算して58日 目に当たる日が、又は当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための所定労働時F・5短縮措置を適用する場合は当該適用日が、

「休業等を開始した日」となる。

社会保険

労 務 士

記 載 欄

作成年月日提出代行者事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号

①

(49) 29 10



休業開始時賃金月額証明書

所定労働時間短縮開始時賃金証明書
(安定所提出用)(育児・介護 )雇用保険被保険者

らかにする書類を添えて下さい。
本手続は電子中請による中請も可台ヒです。なお、本手続について、電子中請により行う場合には,被保険者が休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書

の内容について確認 tン たことを証1月することができるものを本体業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証lll書 の提出と併せて送信することをもつて、当該被保

険者の電子署名に代えることができます。また、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険

労務士が当該事業liの提出代行者であることを証llllす ることができるものを本届書の提出と併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えることができます。

イクキュウ タElウ
④休業等 を

開始したロ

体業等を開始した者の氏名

C)

被保険者番号

株式会社○○○○

○○県××市△△△ 1-2
0000-11-2222

⑥休業等 を
|〒  111-1111

開始した者の ○○県××市□□□9-8
|‐む所又は居所 1電 話番号 ( OOO0  99- 8888

この証lll書の記載は、・It実 に相違ないことを言I明 します。

住所 ○○県××市△△△1-2
来1氏

名 株式会社○○○○  代表取締
得井

長 雇用 ―郎

休業等を開始した日前の賃金支払状況等

⑦休業等を開始した日の前日に l③  10 ⑫

l翻 ず赫面 額

数

(; l

2'1 1「 |～ 2 「129「 I

1'1 1日 -1 月31日
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休 業 開 始 時 賃 金 月 額 証 明 書
受理

所定労働時間短縮開始時賃金証明書
関 す る

|

特 記事項 |

|

平成   年   月 日

「(受理番号

口定めあり→ ¬た成 日まで (休 業開始日を含めて   年   力月)
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0 名  称

事業所所在地
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l」 0
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H数体業等をド‖始 t´ たH14ナ111:
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～ 2 月29日
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1月 lH～ 1■ 31H131日

雇用保険法施行tlL則第 11条 の■第 1項の規定によりlllK保 険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮開始時の賃金の届出を行う場合は、当該賃金の支払の状況を明
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